
 訪問看護利用料金表（医療保険） 令和6年　6月１日現在　

１：訪問看護療養費Ⅰ：１日あたり
　　　　　　　　利用料金
月の初日 ２日目以降

基本療養費 　　　　　　　　　５５５０円 ※リハビリは4日目以降も

　　１日１回につき 　　（週４日目以降は、６５５０円） 　　5550円

管理療養費 　　　7670円 　　　３０００円
１割負担 　　　1322円 　　　　８５５円

３割負担 　　　２５６５円
　　　3966円 （週４日目以降は

　　　２８６５円）

＊利用料金の自己負担割合は保険証・受給者証に記載の通りです。
＊保険内で週３日まで利用可能です。但し、疾患・病状により日数及び
　回数制限がない場合があります。
＊精算時の合計額に１０円未満の端数がある場合、四捨五入となります。

＊疾患や病状により同日複数回訪問が可能です。
　その場合は下記の料金が加算されます。（１日あたり）

１割負担 2割負担 3割負担

１日に２回の訪問 　　４５００円 ４５０円 ９００円 １８００円
１日に３回以上の訪問 　　８０００円 ８００円 １６００円 ２４００円

２：加算項目
１割負担 　２割負担 ３割負担

①退院時共同指導加算
　　入院・入所中に必要な指導を行った場合
　　疾患によっては２回まで利用可能 ８００円 １６００円 ２４００円

特別管理指導加算
　　特別管理加算の対象者の方は①に加算 ２００円 ４００円 ６００円

　　　　　　　　　　　２０００円
②退院支援指導加算
　　　　　　　　　　　　６０００円（１回につき） ６００円 １２００円 １８００円

③特別管理加算
　（イ）５０００円　（月１回） ５００円 １０００円 １５００円
　　在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開
　　患者指導管理の対象の方。または気管カニュ
　　ーレもしくは留置カテーテルを使用している方
　（ロ）２５００円　（月１回） ２５０円 ５００円 ７５０円
　　特別管理加算対象者のうち（イ）以外の場合
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　　　　　　　　　　　　８０００円（１回につき）

２割負担 　2644円 　　１７１０円



１割負担 　２割負担 ３割負担

④長時間訪問看護加算
　　人工呼吸器使用、特別指示期間、特別管理
　　加算対象者に９０分以上、訪問看護を実施し ５２０円 １０４０円 １５６０円
　　た場合

　　　　　　　　　　　５２００円（週１回）
⑤複数名訪問看護加算

４5０円 ９００円 １３５０円

⑥在宅患者緊急時等カンファレンス加算
　　状態の急変に伴い、患者宅でのカンファレン
　　スに参加した場合 ２００円 ４００円 ６００円

　　　　　　　　　　２０００円（月２回まで）

　　在宅や入院・入所後２４時間以内に亡くなられ
　　た場合 ２５００円 ５０００円 ７５００円
　　　　　　　　　２５０００円（月１回）

３：利用者のご希望により契約された場合は、下記料金が加算
⑧２４時間対応体制加算
　　電話等で常時対応、必要により緊急時訪問
　　看護を実施できる体制 ６８０円 1360円 2040円

　　　　　利用者およびご家族の同意が必要

⑨訪問看護情報提供療養費
　　居住地の市町村に必要な情報を提供した場合 １５０円 ３００円 ４５０円
　　　　　　　　　　１５００円（月１回）
　　　　　利用者およびご家族の同意が必要

*夜間（午後６時～午後１０時迄の間、早朝（午前６時～午前８時迄の間）の
ご利用は、２５％増し、深夜（午後１０時～翌朝午前６時迄の間）のご利用の
場合は、５０％増しとなります。
⑩時間外加算
　　早朝：午前６～８時/夜間：午後６時～１０時
　　　　　　　　　　２１００円 ２１０円 ４２０円 ６３０円
　　深夜：午後１０時～翌朝午前６時
　　　　　　　　　　４２００円 ４２０円 ８４０円 １２６０円

４：その他利用料
　　　　　　　エンゼルケア（死後処置） 　　　　　　12000円

説明日 令和　　　年　　　月　　　　日 説明者

利用者様：確認印

　　　　　　　　　　　４５００円（週１回）

　　　　　　　　　　６８００円（月１回）

⑦ターミナルケア療養費


